
議案第９４号 

 

川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定する。 

 

令和 ７ 年 ６ 月 ２ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例 

川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例（昭和２２年川崎市条例第１

２号）の一部を次のように改正する。 

第１条第６項中「前項」を「第５項」に改め、同項を同条第７項とし、同条

第５項の次に次の１項を加える。 

６ 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認めるときは、川崎市いじ

め防止対策連絡協議会等条例（平成２６年川崎市条例第４７号）第９条に規

定する川崎市いじめ問題専門・調査委員会及び同条例第１５条に規定する川

崎市いじめ総合調査委員会の構成員の報酬の額は、時間額（時間を単位とす

る額をいう。以下同じ。）１０，０００円とすることができる。 

第２条中第３項を第４項とし、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 時間額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における職務に従事

した時間数により計算した額をその月又はその翌月に属する日のうち任命権



議案第９５号 

 

川崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

川崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定する。 

 

令和 ７ 年 ６ 月 ２ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

川崎市職員の育児休業等に関する条例（平成４年川崎市条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

第１条中「第１９条第３項」を「第１９条第６項」に、「及び第２項の」を

「から第３項まで及び第５項の」に改める。 

第２２条第２号中「及び勤務日ごとの勤務時間」を削り、「（以下「定年前

再任用短時間勤務職員等」という。）を除く」を「を除く。次条において同じ」

に改める。 

第２３条の見出し中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第１項

を次のように改める。 

  育児休業法第１９条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する同条第１項に

規定する部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認は、３０分を

単位として行うものとする。 

 第２３条第２項及び第３項中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同

者が定める日に支給する。 

第５条第１項中「第６項」を「第７項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

いじめ問題専門・調査委員会及びいじめ総合調査委員会の構成員に時間額の

報酬を支給できることとするため、この条例を制定するものである。 


